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第
二
十
五 

  
 

太
政
官
政
表
課 

   
 
 
 
 

一 
  

大
政
奉
還
の
あ
と
、
徳
川
慶
喜
は
い
っ
た
ん
水
戸
に
退
去
し
た
。

さ
ら
に
の
ち
、
一
八
六
八
年
五
月
、
家
督
を
譲
っ
た
家
達
と
と
も
に

現
在
の
静
岡
市
に
居
を
移
し
た
。杉
は
慶
喜
と
と
も
に
江
戸
を
去
り
、

駿
府
で
徳
川
家
教
授
方
と
し
て
仕
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。 

 

一
口
に
「
江
戸
を
去
っ
て
」
と
言
っ
て
も
、
そ
の
作
業
は
難
儀

を
極
め
た
。そ
れ
は
彰
義
隊
の
上
野
戦
争
に
よ
る
混
乱
の
た
め
ば
か

り
で
は
な
い
。
開
成
所
の
教
授
た
ち
は
、
彼
ら
な
り
に
官
軍
に
抵

抗
し
た
。
抵
抗
と
い
う
よ
り
、
彼
ら
の
横
暴
に
備
え
た
と
い
う
べ

き
か
も
し
れ
な
い
。 

 

抵
抗
と
は
、
蔵
書
を
持
ち
去
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
建
物
と
し
て

の
開
成
所
は
官
軍
の
没
収
す
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
、
頭
脳

と
知
識
が
消
滅
す
れ
ば
た
だ
木
片
の
寄
せ
集
め
に
過
ぎ
な
い
。
同

じ
こ
と
が
昌
平
坂
学
問
所
で
も
起
こ
っ
て
い
た
。
こ
こ
で
は
儒
家

の
頭
目
で
あ
る
林
家
が
差
配
を
振
る
っ
た
。 

 

そ
の
数
は
洋
書
八
百
三
十
三
部
二
千
三
百
冊
、
和
書
九
十
九
部
一

千
二
百
冊
に
達
し
て
い
た
。教
授
が
陣
頭
に
立
っ
て
書
生
や
役
夫
を

指
揮
し
、
江
戸
湾
か
ら
水
戸
を
経
て
駿
府
に
移
送
さ
れ
た
。
輸
送
に

は
幕
府
軍
艦
が
使
用
さ
れ
た
。
慶
応
四
年
八
月
十
九
日
に
静
岡
県
清

水
沖
で
座
礁
し
た
咸
臨
丸
が
そ
の
役
務
を
負
っ
た
や
も
し
れ
ぬ
。 

 

駿
府
に
開
設
さ
れ
た
府
中
学
問
所
に
収
め
ら
れ
た
蔵
書
は
、一
九

二
五
年
（
大
正
十
五
）、
静
岡
県
立
葵
文
庫
と
な
り
、
こ
ん
に
ち
は

静
岡
県
立
中
央
図
書
館
に
「
葵
文
庫
」
と
し
て
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
よ
り
駿
府
は
一
挙
に
国
内
最
大
・
最
高
の
学
府
と
な
っ
た
。

旧
幕
府
の
知
識
人
、
学
問
者
、
見
識
者
が
こ
の
地
に
集
約
し
た
の
で

あ
る
。 

 

同
じ
時
期
に
中
村
敬
輔
（
正
直
）
も
駿
府
の
藩
校
で
教
授
方
を
務

め
て
い
た
。慶
応
の
遣
英
留
学
生
使
節
団
の
取
締
役
を
め
ぐ
る
人
選

で
も
、
杉
と
中
村
は
知
己
の
関
係
に
あ
っ
た
。 

 

こ
こ
で
沼
津
奉
行
・
阿
部
國
之
助
、
静
岡
奉
行
・
中
臺
伸
太
郎
に

献
策
し
て
一
八
六
九
年
（
明
治
二
）
に
実
施
し
た
の
が
、「
駿
河
国

人
別
調
」
で
あ
る
。 

 

こ
の
調
査
に
対
し
て
藩
の
重
役
は
、 

 
「
封
土
人
民
奉
還
の
後
で
あ
る
か
ら
、
朝
廷
で
為
さ
ら
ぬ
事
に
当

藩
で
斯
様
な
調
べ
を
す
る
の
は
宜
く
無
い
」 

 
と
考
え
た
。 

 

江
戸
の
新
政
権
の
中
に
は
、
何
か
し
ら 

 

「
不
穏
の
動
き
」 
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と
口
実
を
つ
け
て
前
将
軍
徳
川
慶
喜
の
処
分
を
ね
ら
う
一
派
が

あ
っ
た
。
こ
の
た
め
駿
河
藩
当
局
は
、
徳
川
家
に
介
入
す
る
口
実
を

与
え
た
く
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
一
途
に
隠
忍
自
重
に
努
め
て

い
た
こ
と
が
分
か
る
逸
話
で
も
あ
る
。 

 

こ
の
た
め
に
「
駿
河
国
人
別
調
」
の
調
査
は
静
岡
市
と
沼
津
、
三

島
の
一
部
で
し
か
行
わ
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
そ
の
後
、
杉
の
功

績
は
認
め
ら
れ
、
現
在
で
は
「
近
代
的
統
計
手
法
を
用
い
た
国
内
初

の
人
口
統
計
」
と
し
て
記
録
に
刻
ま
れ
て
い
る
。 

 

幕
藩
体
制
下
で
も
「
人
別
調
」
は
行
わ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
主

な
る
目
的
は
宗
門
の
も
と
に
藩
民
を
集
約
し
、年
貢
米
を
取
り
立
て

る
こ
と
に
あ
っ
て
、
職
業
・
産
業
別
、
年
齢
別
の
人
口
や
文
盲
率
の

把
握
な
ど
は
対
象
の
外
に
あ
っ
た
。 

 

だ
が
杉
は
、
日
本
が
西
欧
列
強
に
肩
を
並
べ
て
い
く
に
は
、
産
業

の
振
興
が
不
可
欠
で
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
に
は
何
よ
り
も
現
状
の

把
握
が
前
提
に
な
る
こ
と
を
理
解
し
て
い
た
。
お
そ
ら
く
杉
は
勝

海
舟
、
中
村
正
直
な
ど
に
そ
の
こ
と
を
説
い
た
に
違
い
な
い
。
む

ろ
ん
洋
行
の
体
験
を
持
つ
彼
ら
は
そ
の
こ
と
を
理
解
し
た
。 

 

と
こ
ろ
で
明
治
初
年
の
中
央
政
府
の
職
制
は
、
一
八
六
八
年
四
月

二
十
七
日
に
発
せ
ら
れ
た
政
体
書
に
基
づ
い
て
い
る
。 

そ
れ
に
は
「
天
下
の
権
力
、
総
て
こ
れ
を
太
政
官
に
帰
す
」
と
定

め
ら
れ
て
い
た
。 

 

一
八
七
一
年
の
九
月
、
太
政
官
は
正
院
、
左
院
、
右
院
に
分
け
ら

れ
、
そ
の
下
に
八
つ
の
省
が
置
か
れ
た
。
正
院
は
太
政
大
臣
・
三
条

実
美
、
左
院
は
左
大
臣
・
島
津
久
光
、
右
院
は
右
大
臣
・
岩
倉
具
視

が
統
括
し
た
。太
政
官
三
院
の
職
制
が
固
ま
っ
た
の
は
一
八
七
三
年

で
あ
る
。
五
月
二
日
の
太
政
官
職
制
改
正
が
そ
れ
で
あ
っ
て
、 

 
 正

院
ハ
天
皇
陛
下
臨
御
シ
テ
萬
機
ヲ
総
判
シ
太
政
大
臣
左
右
大
臣

之
ヲ
補
弼
シ
参
議
之
ヲ
談
判
シ
テ
庶
政
ヲ
奨
督
ス
ル
所
ナ
リ
。内
閣

ハ
天
皇
陛
下
参
議
ニ
特
任
シ
テ
諸
立
法
ノ
事
及
行
政
事
務
ノ
當
否

ヲ
談
判
セ
シ
メ
凡
百
政
ノ
機
軸
タ
ル
所
ナ
リ
。 

 
 
 

と
い
う
定
め
が
定
ま
っ
た
。 

 

正
院
が
権
力
を
掌
握
す
る
の
で
あ
る
。 

  
 
 
 
 

二 
  

こ
の
当
時
、薩
長
土
肥
四
藩
の
出
身
者
で
ま
と
も
に
政
策
を
論
じ

る
こ
と
が
で
き
た
の
は
大
久
保
利
通
と
木
戸
孝
允
ぐ
ら
い
で
あ
っ

た
ろ
う
と
い
わ
れ
る
。 

 
武
智
瑞
山
、
小
松
帯
刀
、
久
坂
玄
瑞
、
望
月
亀
弥
太
、
北
添
佶
馬
、

高
杉
晋
作
、
土
方
歳
三
、
中
岡
慎
太
郎
、
大
村
益
次
郎
、
近
藤
長
次

郎
、
河
合
継
之
助
―
―
有
為
な
人
材
が
一
八
六
四
年
か
ら
六
九
年
の

う
ち
に
世
を
去
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
維
新
政
府
は
阿
部
正
弘
、
安
藤
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信
正
、
小
栗
忠
順
な
ど
幕
府
に
お
け
る
開
国
派
お
よ
び
、
徳
川
慶
喜

を
筆
頭
に
松
平
慶
永
、
松
平
容
保
な
ど
を
排
斥
し
た
。 

 
結
果
、
正
し
く
「
西
洋
」
を
理
解
し
て
い
る
者
、
あ
る
い
は
こ

の
国
の
将
来
に
定
見
を
持
っ
て
い
る
者
は
ほ
と
ん
ど
い
な
か
っ
た
。

経
済
政
策
、
外
交
、
産
業
・
教
育
振
興
を
企
画
立
案
す
る
能
吏
は
、

旧
幕
府
か
他
藩
の
士
族
に
あ
ら
ざ
る
人
材
に
頼
る
ほ
か
な
か
っ
た
。

さ
ら
に
い
え
ば
、
東
ア
ジ
ア
の
端
っ
こ
に
ポ
ツ
ン
と
浮
か
ぶ
こ
の

島
国
を
、
バ
イ
エ
ル
ン
公
国
に
な
ぞ
ら
え
て
論
ず
る
こ
と
が
で
き

る
者
は
ご
く
小
数
に
限
ら
れ
た
。 

 

太
政
官
正
院
に
「
政
表
課
」
が
設
け
ら
れ
、
そ
の
長
に
杉
亨
二
が

任
命
さ
れ
た
の
は
一
八
七
一
年
の
十
二
月
で
あ
る
。杉
に
与
え
ら
れ

た
肩
書
き
は
「
大
主
記
」
と
い
う
時
代
が
か
っ
た
名
称
で
あ
っ
て
、

こ
ん
に
ち
い
う
と
こ
ろ
の
局
長
に
相
当
す
る
。 

 

も
と
よ
り
杉
は
一
八
七
〇
年
七
月
、民
部
省
が
新
設
さ
れ
た
と
き
、

勝
海
舟
ら
の
建
策
に
基
づ
い
て
新
政
府
へ
の
出
仕
を
命
じ
ら
れ
て

い
た
か
ら
、
政
表
課
の
新
設
そ
の
も
の
が
杉
の
建
策
で
あ
っ
た
と

見
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

「
政
表
」
と
は
今
日
の
「
統
計
」
を
意
味
す
る
が
、「
Ｓ
ｔ
ａ
ｔ

ｉ
ｓ
ｔ
ｉ
ｃ
」
の
訳
語
が
存
在
し
な
か
っ
た
。
杉
亨
二
と
い
う
個
人

に
お
い
て
、
概
念
の
み
が
存
在
し
た
。「
寸
多
・
知
寸
・
知
久
」
と

い
う
独
自
の
表
記
を
編
み
出
す
こ
と
も
や
っ
た
。 

 

よ
う
や
く
飛
躍
の
機
会
を
与
え
ら
れ
た
杉
は
、翌
年
四
月
に
日
本

初
の
年
鑑
『
辛
未
政
表
』
を
ま
と
め
、
一
八
七
二
年
一
月
二
十
九
日

に
初
め
て
全
国
の
戸
籍
を
調
べ
た
。戸
籍
上
の
総
人
口
は
三
千
三
百

十
一
万
八
百
二
十
五
人
だ
っ
た
。
現
在
の
「
日
本
統
計
年
鑑
」
の
前

身
に
当
た
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
一
八
七
九
年
十
二
月
三
十
一
日

現
在
で
『
甲
州
人
別
調
』
を
実
施
し
て
、
人
口
を
調
査
す
る
の
に
か

か
る
費
用
や
手
間
な
ど
を
算
出
し
た
。 

 

こ
の
と
き
の
調
査
で
は
、
二
百
人
の
調
査
員
が
家
々
を
訪
ね
た
。 

 

一
日
平
均
三
十
九
軒
の
戸
を
叩
き
、「
断
じ
て
年
貢
調
べ
、
宗
門

調
べ
な
ど
で
は
な
い
」
な
ど
と
説
き
つ
つ
聞
き
取
り
を
行
っ
た
。 

 

そ
の
結
果
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
分
か
っ
た
。 

 
 
 

・
甲
斐
国
の
現
在
人
数
は
三
十
九
万
七
千
四
百
十
六
人 

 

・
調
査
費
用
は
五
千
七
百
五
十
九
円
九
十
九
銭
五
厘
八
毛 

 

・
住
民
一
人
当
り
の
調
査
費
は
一
銭
四
厘
四
毛
九
絲 

 
 
 

全
国
一
斉
の
調
査
を
念
頭
に
お
い
て
、そ
の
準
備
を
進
め
て
い
た

と
い
っ
て
い
い
。 

 
並
行
し
て
杉
は
一
八
七
三
年
に
中
村
正
直
、
福
沢
諭
吉
、
西
周
、

森
有
礼
な
ど
と
「
明
六
社
」
を
創
設
し
て
、
有
為
な
人
材
の
教
育
に

乗
り
出
し
た
。
適
々
塾
で
学
び
、
氷
解
塾
の
塾
頭
と
い
う
経
歴
に
よ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
杉
は
勝
麟
太
郎
、
中
村
正
直
の
二
つ
の
脈
に
よ

っ
て
福
沢
諭
吉
と
も
知
り
合
っ
た
。 
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杉
は
、平
民
に
学
問
を
さ
せ
な
け
れ
ば
近
代
化
―
―
富
国
強
兵
と

殖
産
興
業
―
―
は
図
れ
な
い
と
す
る
点
で
、慶
応
義
塾
の
福
沢
諭
吉

ら
と
同
じ
ベ
ク
ト
ル
を
持
っ
て
い
た
。
事
実
、
杉
が
「
国
知
学
」

と
い
う
言
葉
を
創
作
し
た
翌
年
八
月
、
福
沢
諭
吉
は
『
文
明
論
之
概

略
』
の
中
で
、 

 
 
 

天
下
の
形
勢
は
一
事
一
物
に
就
て
臆
断
す
可
き
も
の
に
非
ず
。必

ず
し
も
広
く
事
物
の
働
を
見
て
一
般
の
実
跡
に
顕
る
る
所
を
察
し
、

此
と
彼
と
を
比
較
す
る
に
非
ざ
れ
ば
真
の
情
実
を
明
に
す
る
に
足

ら
ず
。 

 

斯
の
如
く
広
く
実
際
に
就
い
て
詮
索
す
る
の
法
を
西
洋
の
語
に

て
『
ス
タ
チ
ス
チ
ク
』
と
名
。 

 

来
西
洋
の
学
者
は
専
ら
此
法
を
用
ひ
て
事
物
の
探
索
に
所
得
多

し
と
云
ふ
。
凡
そ
土
地
人
民
の
多
少
、
物
価
賃
銭
の
高
低
、
婚
す
る

者
、
生
る
る
者
、
病
に
罹
る
者
、
死
す
る
者
等
、
一
々
其
数
を
記
し

て
表
を
作
り
、
此
彼
相
比
較
す
る
と
き
は
、
世
間
の
事
情
、
こ
れ
を

探
る
に
由
な
き
も
の
も
、
一
目
し
て
瞭
然
た
る
こ
と
あ
り
。 

 
 
 

と
、欧
米
列
強
諸
国
が
何
ゆ
え
に
列
強
足
り
う
る
か
を
解
説
し
た
。

と
も
に
明
六
社
の
同
志
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
軌
を
一
に

し
て
い
る
の
も
う
な
づ
け
る
。 

 

  
 
 
 
 

三 
  

明
治
十
六
年
（
一
八
八
三
）、
五
十
五
歳
に
な
っ
た
杉
は
統
計
院

院
長
で
あ
っ
た
鳥
尾
小
弥
太
（
一
八
四
八
〜
一
九
〇
五
）
と
相
談
の

上
、
人
材
育
成
機
関
設
立
の
上
申
書
を
政
府
に
提
出
し
た
。
そ
こ
に

彼
は
、
次
の
よ
う
に
書
い
た
。 

 
 人

の
命
は
短
こ
う
し
て
事
業
は
永
久
な
り
。 

既
に
老
い
、
日
暮
れ
て
路
遠
け
れ
ば
、
学
校
を
設
立
し
て
数
百
名
の

学
生
を
教
養
せ
ん
。 

 
 
 

こ
の
中
の
「
日
暮
れ
て
路
遠
し
」
が
、
一
種
の
訓
語
と
し
て
広

く
知
ら
れ
て
い
る
。
明
治
の
知
識
人
は
、
み
な
詩
人
で
あ
っ
た
。 

 

当
時
、成
人
男
子
の
平
均
寿
命
は
六
十
歳
に
満
ち
て
い
な
か
っ
た
。

遅
か
ら
ず
数
年
内
に
戒
名
を
得
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
覚
悟
し
た
に

違
い
な
い
。
そ
の
数
年
を
傾
注
し
て
、
後
進
を
育
て
よ
う
と
い
う

の
で
あ
る
。 

 
彼
が
育
成
を
目
指
し
た
人
材
と
は
、
近
代
的
統
計
学
な
い
し
、
計

数
学
の
実
務
者
だ
っ
た
。す
で
に
前
節
で
氏
名
の
み
を
紹
介
し
た
高

橋
二
郎
は
そ
の
門
下
生
で
あ
り
、
か
つ
国
勢
院
の
職
員
で
あ
っ
て
、

彼
は
杉
の
教
示
に
従
っ
て
ア
メ
リ
カ
で
行
わ
れ
た
直
近
の
国
勢
調
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査
の
あ
り
よ
う
を
研
究
し
た
。
そ
の
中
で
、
ア
メ
リ
カ
で
行
わ
れ

た
一
八
九
〇
年
の
人
口
調
査
で
「
ホ
レ
リ
ス
」
と
い
う
機
械
装
置
が

使
わ
れ
た
こ
と
を
知
っ
た
。 

 

一
八
九
〇
年
と
は
、
す
な
わ
ち
明
治
二
十
三
年
で
あ
っ
て
、
こ
の

と
き
杉
は
政
表
課
を
引
退
し
学
士
院
会
員
に
列
し
て
い
る
。高
橋
は

杉
に
相
談
を
持
ち
か
け
、ア
メ
リ
カ
に
駐
在
す
る
公
使
館
員
を
使
っ

て
さ
ら
に
調
べ
る
こ
と
を
得
た
。
英
文
の
技
術
資
料
を
入
手
し
、
こ

れ
を
読
ん
だ
。 

 

当
時
、
ハ
ー
マ
ン
・
ホ
レ
リ
ス
が
開
発
し
た
集
計
分
類
機
械
装
置

は
人
口
調
査
用
に
作
ら
れ
、「
セ
ン
サ
ス
・
ア
カ
ウ
ン
テ
ィ
ン
グ
・

マ
シ
ン
」
と
称
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
高
橋
は
「
人
口
調
査
電
気

機
械
」
と
翻
訳
し
た
。 

 

「
厚
紙
に
孔
を
穿
ち
、
こ
れ
を
機
械
に
か
け
る
と
た
ち
ど
こ
ろ

に
集
計
が
で
き
る
」 

 

と
い
う
。
厚
紙
と
は
パ
ン
チ
カ
ー
ド
の
こ
と
で
あ
る
。 

 

何
万
、
何
十
万
の
桁
に
お
い
て
も
、
末
の
数
ま
で
正
確
か
つ
迅
速

に
集
計
と
分
類
が
で
き
、そ
の
情
報
は
他
の
資
料
に
も
転
用
で
き
る
。

こ
の
こ
と
は
明
治
初
期
の
有
識
者
に
は
た
い
へ
ん
な
驚
き
で
あ
っ

た
に
違
い
な
い
。
た
だ
ち
に
そ
の
必
要
性
を
説
き
、
併
せ
て 

 

―
―
日
本
で
も
作
ろ
う
で
は
な
い
か
、
と
呼
び
か
け
た
。 

 

杉
は
す
で
に
官
界
か
ら
引
退
し
て
い
た
が
、高
橋
を
支
援
し
て
遂

に
そ
れ
を
実
現
し
て
い
る
。 

 

計
算
機
の
製
作
は
、
ま
ず
カ
ー
ド
パ
ン
チ
装
置
か
ら
始
ま
っ
た
。

こ
の
装
置
は
「
亀
の
甲
型
手
動
穿
孔
機
」（
ま
た
は
「
亀
の
子
手
動

穿
孔
機
」）
と
呼
ば
れ
、
第
一
回
国
勢
調
査
の
以
前
に
戸
籍
調
査
で

使
用
さ
れ
た
形
跡
が
あ
る
。独
立
行
政
法
人
統
計
セ
ン
タ
ー
の
資
料

に
は
写
真
ま
で
残
っ
て
い
る
の
だ
が
、
誰
の
手
に
よ
っ
て
い
つ
作

ら
れ
た
も
の
か
、
詳
細
は
分
か
ら
な
い
。
穿
孔
機
で
あ
る
以
上
、

紙
カ
ー
ド
に
パ
ン
チ
を
施
し
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
当
然
、
そ
れ
を

読
み
取
っ
て
集
計
し
、
あ
る
い
は
分
類
す
る
計
算
機
が
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

 

お
そ
ら
く
一
八
九
二
年
以
後
、
逓
信
省
の
技
官
川
口
市
太
郎
が
製

作
に
着
手
し
た
「
川
口
式
計
算
機
」
と
呼
ば
れ
る
パ
ン
チ
カ
ー
ド
集

計
分
類
機
械
装
置
の
実
用
化
実
験
に
使
わ
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い

か
。
機
械
は
試
行
錯
誤
の
末
、
一
九
〇
四
年
に
完
成
し
、
翌
年
か
ら

実
用
に
供
さ
れ
た
。杉
が
計
算
機
に
よ
る
大
規
模
な
統
計
調
査
の
必

要
性
を
訴
え
て
か
ら
三
十
年
、高
橋
が
ホ
レ
リ
ス
式
統
計
会
計
機
械

装
置
を
紹
介
し
て
か
ら
十
三
年
の
歳
月
が
流
れ
て
い
た
。 

 

杉
は
そ
の
後
、
七
六
年
五
月
に
正
六
位
に
叙
せ
ら
れ
、
七
七
年
一

月
に
権
大
書
記
官
に
昇
格
、八
一
年
に「
統
計
協
会
」を
設
立
し
た
。

八
二
年
十
二
月
に
勲
五
等
雙
光
旭
日
章
を
受
け
、
翌
八
三
年
に
「
共

立
統
計
学
校
」（
の
ち
開
成
高
校
）
を
東
京
・
九
段
下
に
設
立
し
た
。 

 

そ
の
門
下
か
ら
、
高
橋
二
郎
を
は
じ
め
、
寺
田
勇
吉
、
宇
川
盛
三

郎
、
呉
文
聰
、
小
川
為
次
郎
、
岡
松
徑
、
横
山
雅
男
な
ど
、
日
本
に
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お
け
る
統
計
学
、
経
営
学
、
経
済
学
の
基
礎
を
築
い
た
人
材
が
数
多

く
出
た
。 

 
そ
れ
ぞ
れ
を
記
録
し
て
お
く
。 

 

寺
田
勇
吉
は
東
京
商
法
講
習
所
教
授
を
経
て
第
七
代
校
長
と
な

っ
た
。
詳
細
な
資
料
は
一
橋
大
学
図
書
館
に
あ
る
。 

 

宇
川
盛
三
郎
は
一
八
八
四
年
フ
ラ
ン
ス
に
公
使
館
書
記
と
し
て

留
学
し
、そ
の
と
き
パ
リ
で
洋
画
家
の
黒
田
清
輝
と
交
友
が
あ
っ
た
。

宇
川
が
帰
国
す
る
に
際
し
て
、黒
田
は
家
族
宛
の
手
紙
を
託
し
て
い

る
。
は
じ
め
杉
か
ら
統
計
を
学
ん
だ
が
、
殖
産
興
業
の
た
め
小
学
教

育
に
手
工
業
と
農
業
の
実
践
を
取
り
入
れ
る
べ
き
と
考
え
、教
育
制

度
の
充
実
を
図
っ
た
。 

 

呉
文
聰
は
は
じ
め
農
商
務
省
に
勤
め
、
一
八
七
五
年
、
杉
の
門
下

に
入
っ
た
。一
九
〇
三
年
に
著
し
た
論
文「
物
価
賃
金
生
計
度
」で
、

賃
金
所
得
の
考
え
方
を
唱
え
た
。
国
勢
調
査
の
分
析
に
近
代
流
統
計

学
の
手
法
が
導
入
さ
れ
た
の
は
、
こ
の
人
物
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大

き
い
。 

 

岡
松
徑
は
旗
本
の
家
に
生
ま
れ
、
一
八
七
六
年
（
明
治
九
）
太
政

官
統
計
院
に
出
仕
し
た
。
の
ち
慶
應
義
塾
大
学
統
計
学
教
授
、
陸
軍

省
・
大
日
本
帝
国
陸
軍
教
授
な
ど
を
務
め
た
。 

 

杉
は
一
八
八
五
年
十
二
月
に
太
政
官
が
廃
止
さ
れ
た
と
き
、五
十

七
歳
で
官
界
を
引
退
し
た
。そ
の
後
も
人
材
の
育
成
と
指
導
に
当
た

る
か
た
わ
ら
、
貿
易
統
計
や
各
種
産
業
統
計
に
基
づ
く
政
策
の
企

画
・
立
案
に
参
画
し
た
。
一
九
〇
二
年
（
明
治
三
十
五
）
十
二
月
に

勲
三
等
瑞
宝
章
、
一
九
一
五
年
（
大
正
四
）
十
一
月
に
勲
二
等
瑞
宝

章
を
受
け
、一
九
一
七
年（
大
正
六
）十
二
月
に
九
十
歳
で
没
し
た
。 

 

―
―
す
で
に
老
い
、
日
暮
れ
て
路
遠
し
。 

 

と
書
い
た
と
き
、
杉
は
よ
も
や
、
そ
れ
か
ら
三
十
五
年
も
長
い

時
間
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
は
知
る
由
も
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

死
後
、
贈
従
四
位
。 

 

東
京
豊
島
区
の
染
井
霊
園
に
あ
る
彼
の
墓
に
は 

  

日
本
近
代
統
計
の
祖 

初
代
統
計
局
長 

杉
亨
二 

 

と
刻
ん
だ
自
然
石
の
碑
が
建
っ
て
い
る
。 
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 〜

〜
〜
〜 

補 

注 

〜
〜
〜
〜 

 

徳
川
家
達 
と
く
が
わ
・
い
え
さ
と
／
１
８
６
３
〜
１
９
４
０
。
田
安
家
第

五
代
当
主
・
徳
川
慶
頼
の
三
男
と
し
て
誕
生
し
、
十
四
代
将
軍
家
茂
の
遺
言

で
将
軍
職
に
就
く
べ
き
と
こ
ろ
、
四
歳
の
幼
児
だ
っ
た
た
め
一
橋
家
の
慶
喜

が
十
五
代
将
軍
と
な
っ
た
。
慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
徳
川
宗
家
十
六
代
当

主
と
な
り
駿
河
・
三
河
七
十
万
石
の
太
守
と
な
っ
た
。
の
ち
公
爵
、
貴
族
院

議
長
を
務
め
た
。 

安
藤
信
正 

あ
ん
ど
う
・
の
ぶ
ま
さ
／
１
８
１
９
〜
１
８
７
１
。
岩
城
平
藩

五
万
石
の
当
主
。
五
一
年
幕
府
寺
社
奉
行
、
五
八
年
若
年
寄
、
六
〇
年
老
中

と
な
り
外
国
御
用
取
扱
、
次
い
で
老
中
筆
頭
と
な
っ
た
。
小
笠
原
諸
島
の
開

拓
、
通
貨
改
革
、
皇
女
和
宮
降
嫁
な
ど
を
果
た
し
、
戊
辰
戦
争
で
処
罰
さ
れ

た
が
の
ち
赦
免
さ
れ
た
。 

松
平
慶
永 

ま
つ
だ
い
ら
・
よ
し
な
が
／
１
８
２
９
〜
１
８
９
０
。
田
安
徳

川
家
の
六
男
に
生
ま
れ
、
福
井
藩
松
平
斉
善
の
養
子
と
な
っ
た
。
五
三
年
ペ

リ
ー
来
航
に
際
し
て
国
防
策
を
幕
府
に
建
白
し
、
将
軍
後
継
問
題
で
は
一
橋

慶
喜
を
支
持
し
た
。
六
二
年
幕
府
政
事
総
裁
、
六
三
年
京
都
守
護
職
、
六
七

年
「
四
候
会
議
」
を
開
き
、
維
新
政
府
で
は
内
国
事
務
総
督
、
民
部
卿
、
大

蔵
卿
を
歴
任
し
た
。 

松
平
容
保 

ま
つ
だ
い
ら
・
か
た
も
り
／
１
８
３
５
〜
１
８
９
５
。
美
濃
高

須
城
松
平
義
建
の
子
と
し
て
生
ま
れ
、会
津
藩
松
平
容
敏
の
養
子
と
な
っ
た
。

一
八
六
〇
年
桜
田
門
外
の
変
に
際
し
て
幕
府
と
水
戸
藩
の
調
停
に
当
た
り
、

六
二
年
京
都
守
護
職
。
六
三
年
に
薩
摩
藩
と
提
携
し
て
長
州
藩
の
排
撃
に
つ

と
め
、
六
八
年
の
大
政
奉
還
で
解
任
。
明
治
に
入
っ
て
稲
葉
藩
預
か
り
、
和

歌
山
藩
で
謹
慎
を
命
じ
ら
れ
た
が
、
七
六
年
従
五
位
、
の
ち
正
三
位
に
叙
せ

ら
れ
た
。 

甲
州
人
別
調 

な
ぜ
、
テ
ス
ト
ケ
ー
ス
に
山
梨
県
を
選
ん
だ
か
、
そ
の
理
由

は
次
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
。
①
四
周
を
山
に
囲
ま
れ
人
口
の
流
出
と
流
入

が
少
な
い
②
江
戸
に
近
く
天
領
の
時
代
が
長
か
っ
た
た
め
に
お
上
に
柔
順
で

あ
る
③
試
行
に
最
適
な
面
積
で
あ
る
。 

ス
タ
テ
ィ
ス
チ
ッ
ク 

杉
は
「Statistic

」
の
訳
語
「
統
計
」
は
本
来
の
意

味
を
表
し
て
い
な
い
と
違
和
感
を
抱
い
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。 

鳥
尾
小
弥
太 

と
り
お
・
こ
や
た
／
１
８
４
８
〜
１
９
０
５
。
長
州
藩
士
中

村
家
に
生
ま
れ
江
川
英
龍
に
砲
術
を
学
ん
だ
。
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
奇

兵
隊
に
参
加
し
、
こ
の
と
き
姓
を
「
鳥
尾
」
に
改
め
た
。
明
治
政
府
で
陸
軍

中
将
の
と
き
軍
部
内
の
抗
争
で
統
計
院
の
院
長
に
左
遷
さ
れ
た
。
の
ち
枢
密

顧
問
官
、
貴
族
院
議
員
と
な
っ
た
。 

亀
の
甲
型
手
動
穿
孔
機 

亀
の
甲
羅
の
形
（
扇
型
）
を
し
た
板
の
下
部
（
尻

に
あ
た
る
部
分
）
に
紙
カ
ー
ド
を
置
き
、
最
上
部
（
首
に
当
た
る
部
分
）
を

軸
と
す
る
バ
ー
の
先
の
針
を
押
し
込
ん
で
穴
を
開
け
る
仕
組
み
だ
っ
た
。「
亀

の
子
型
」
と
も
呼
ば
れ
る
。
総
務
省
統
計
局
の
統
計
博
物
館
が
現
物
を
保
存

し
て
い
る
。 

川
口
市
太
郎 

か
わ
ぐ
ち
・
い
ち
た
ろ
う
／
生
没
年
未
詳
。
逓
信
省
電
信
燈

台
用
品
製
造
所
技
師
だ
っ
た
。
筑
後
・
久
留
米
に
生
ま
れ
、
同
郷
の
田
中
儀

右
衛
門
（
初
代
久
重
）
に
師
事
し
た
。 

川
口
式
計
算
機 

電
気
で
動
作
し
、
時
計
の
短
針
、
長
針
の
原
理
を
応
用
し

た
。
総
務
省
統
計
局
の
統
計
博
物
館
の
説
明
に
は
「
入
力
用
カ
ー
ド
を
分
類

機
上
部
の
挿
入
器
に
入
れ
、
ハ
ン
ド
ル
を
操
作
し
て
カ
ー
ド
を
接
触
器
に
送

り
込
む
と
、
中
に
あ
る
分
類
針
（
送
電
針
と
受
電
針
）
が
カ
ー
ド
の
穿
孔
箇

所
で
接
触
し
、
そ
れ
に
よ
り
電
流
が
通
じ
計
盤
台
に
あ
る
時
計
型
の
計
器
の

長
針
が
一
目
盛
（
一
枚
分
）
進
む
方
式
と
な
っ
て
い
ま
す
。
指
針
は
長
針
と
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短
針
が
あ
り
、
長
針
は
一
回
転
千
枚
、
短
針
は
一
回
転
一
万
枚
を
示
し
一
万

に
な
れ
ば
零
位
に
戻
り
ま
す
。
調
査
項
目
ご
と
の
穿
孔
さ
れ
た
カ
ー
ド
の
枚

数
は
、
こ
の
計
盤
か
ら
読
み
取
れ
る
と
と
も
に
、
調
査
項
目
ご
と
に
分
類
さ

れ
た
カ
ー
ド
は
そ
れ
ぞ
れ
指
定
の
カ
ー
ド
ボ
ッ
ク
ス
（
分
類
棚
）
に
収
め
ら

れ
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
ま
す
」
と
あ
る
。 

共
立
統
計
学
校 
開
成
高
校
の
前
身
。 
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